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令 和 ４ 年 度 予 算 編 成 方 針  

１ .経済の状況  

我が 国の 経済 状 況は 、内 閣府 が 発表 した 月例 経 済報 告（ 令和 3年 10

月 ） に よ る と 、 「 景 気 は 、 新 型 コロ ナウ イル ス 感染 症の 影響 に より、

依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているもの

の、このところそのテンポが弱まっている」としている。また、先行

きについては、「各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が

持ち直していくことが期待される。ただし、サプライチェーンを通じ

た影響による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、国内外

の 感 染 症 の 動 向 や 金 融 資 本 市 場 の 変 動 等 の 影 響 を 注 視 す る 必 要 が あ

る」との認識を示している。  

２ .国と地方の状況  

政府は、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」（ 令和 3年 6月 18日

閣 議 決 定 ） を 踏 ま え 、 引 き 続 き 、 「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針

2018」 （ 平 成 30年 6月 15日 閣 議 決 定 ） で 示 さ れ た 、 「 新 経 済 ・財 政 再

生計画」の枠組みの下、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り

組む とし 、こ れ まで 行っ てき た 歳出 改革 の取 組 を強 化す ると と もに、

施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身

を大胆に重点化するとしている。また、引き続き、新型コロナウイル

ス感染症の感染状況や経済的な影響を注視し、状況に応じて、臨機応

変に必要な対策を講じていくとともに、躊躇なく機動的なマクロ経済

政策運営を行うとし、７月には、「令和４年度予算の概算要求に当た

って の具 体的 な 方針 につ いて 」 （令 和 3年 7月 7日 閣 議 了 解 ） を 示 し、
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令和４年度予算の編成作業に着手している。  

国 の 動 向 が 、 地 方 の 予 算 編 成 に 与え る影 響 は非 常に 大き く 、特 に、

地方の歳入の大きなウェイトを占める国庫補助負担金、地方交付税等

に係る方針の決定が待たれるところである。  

３ .本市の財政状況と今後の見通し  

令和２年度決算では、歳入の根幹である市税が前年度と比べ微増と

なったものの、扶助費の増加などを背景に、義務的経費が増加してい

る。一方、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健

全化判断比率は、いずれの指標も早期健全化基準を大きく下回ってい

るが、引き続き、各指標の推移には十分な注意を払う必要がある。  

ま た、今後、本市 でも、人口減少に転じることが予測され、歳入の

根幹 とな る市 税 で大 幅な 伸び を 期待 する こと は 難し い状 況に あ る中、

少子高齢化等に伴う社会保障関連経費の増加や、公共施設等の維持・

更新に加え、引き続き、感染症への対応など、多くの行政課題へ取り

組まなければならない。  

こ のため、新 政権 発足に伴う新たな取組をはじめ、税制改正や各種

制度改正など、本市の行財政運営に大きな影響を及ぼす、国の動向を

注視していかなければならないが、健全財政を維持しつつ、第５次総

合振興計画を着実に推進するためには、これまで以上に、極めて厳し

く、難しい財政運営を余儀なくされることになる。  

４ .予算編成の基本方針  

令和４年度予算編成にあたっては、新型コロナウイルス感染症への

対応をはじめ、国が掲げるデジタル化の加速や少子化対策などの取組
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について、情報の積極的な獲得と適切な対応に努めながら、市民にと

って真に必要な行政サービスを、スピード感を持って提供できるよう、

全職員の創意工夫による最大限の努力を傾注し、予算編成にあたられ

たい。  

（１）第５次総合振興計画の推進  

  「 水 と緑と太 陽に恵まれた  み んなが活躍す る安全・安心・共 生

都市」とした本市の将来像の実現に向け、分野別計画に位置づけた

具 体 的 な 取 組 及 び 前 期 基 本 計 画 第 一 期 実 施 計 画 に 掲 げ る 事 業 を 基

本に、効率的・効果的に取り組み、第５次総合振興計画の着実な推

進を図ること。  

（２）持続可能な行財政運営と行政改革の取組  

健全財政を維持し、持続可能な行財政運営を行うため、第７次行

政改革大綱の基本方針等を踏まえるとともに、長期的な展望と経営

感覚・コスト意識を持って、予算編成に臨むこと。  

（３）効率的・効果的な予算運用の推進  

   自 主 財源・依存財源を問わ ず、これまで以上に、積極的な歳入の

確保に努めるとともに、「選択と集中」による、予算の効率的・効

果的な運用を図ること。  

（４）特別会計・公営企業会計の運営原則の徹底  

特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計 に お い て は 、 独 立 採 算 を 基 本 に 収 支 の  

調 整を図り、安易 に一般会計に依存せず、会計内での事業の効率化

や経費の節減などに努めること。  

（５）災害等を踏まえた対応  

東日本大震災や大雨などの自然災害、新型コロナウイルス感染症

の状況などを踏まえ、市民の安全・安心を守る施策へ的確に対応す

ること。  
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（６）予算編成過程の透明性の確保  

予算編成過程の透明性を確保し、市民への説明責任を果たすため、

予算要求額等の公表を実施する。  

５ .予算編成に向けて

（１）財源の確保  

①自主財源の根幹である市税については、新型コロナウイルス感染

症の市民への影響や、今後の経済情勢、地方税制度の改正等を見

極め、的確な額を見積もること。  

ま た 、 税 負 担 の 公 平 性 ・ 公 正 性 を 追 求 し つ つ 、 課 税 客 体 の よ り   

一 層 の適正な把 握と、更なる収 納率の向上に努めること。  

② 市 税 以 外 の 未 収 金 に つ い て も 、 越 谷 市 債 権 管 理 条 例 を 踏 ま え 、  

的 確な収納対策 に取り組むこと 。  

③ 国県支出金は 、新政権発足に 伴う新たな取組や、法令改正、制度

改正などの動向に十分留意するとともに、積極的な活用に努める

こと。  

④ 使用料・手数 料等は、受益者 負担の原則、住民負担の公平性確保

の観点から、関連コストとのバランスや、市民生活への影響等を

十分配慮のうえ、「使用料等のあり方に関する基本方針」を踏ま

えた見直し・改善により、更なる適正化を図るとともに収納の確

保に努めること。  

⑤ 広告掲載の拡 充や、行政財産 の活用、将来を見据えた不要な市有

財産の売却など、自主財源の更なる確保に努めること。  

⑥ 住民負担の世 代間公平の調整 や、財政負担の平準化等を図ること

ができる地方債については、公債費が後年度の義務的経費となる



5 

ことを踏まえつつ、地方交付税措置のある地方債を中心に有効活

用を図ること。  

(２ ) 徹 底 したコ ストの削減  

① 職 員 一 人 ひ と り が コ ス ト 意 識 を 持 ち 、 行 政 改 革 の 観 点 か ら 事 務  

事 業のあり方を ゼロベースで見 直すとともに、他市の先進事例を  

参 考とするなど 、経費の節減・合理化に努め、徹底したコストの

削減を図ること。  

② 経常的経費、投 資的経費を問わず、前例踏襲や過去の実績による

安易な反復計上とならないよう、コロナ禍を一つの契機とし、改

めて、事業手法等の点検・見直しを実施するとともに、適切なア

ウトソーシングや民間活力の有効活用を検討するなど、十分に内

容を精査すること。  

③ 経 常 的 経 費 に つ い て は 、 的 確 な対 象の 把 握に 努め るこ と 。ま た、

投資的経費については、事業の緊急性、必要性、投資効果のみな

らず、ランニングコストなど、後年度の財政負担等を十分検討し、

適切な要求をすること。  

 な お 、 公 共 施 設 等 の 更 新 な ど に つ い て は 、 公 共 施 設 等 総 合 管 理  

計 画の内容等を 踏まえた要求と すること。  

④ 第 ７ 次 行 政 改 革 大 綱 に 基 づ く 取組 や、 Ａ Ｉ・ ＲＰ Ａの 導 入な ど、

投資による経費の削減効果が確実に見込める取組については、新

たに必要となる経費を可能な限り予算措置する考えである。  

 (３ ) 行 政 評価の反映による予 算の重点化  

①限られた予算を有効活用し、最少の経費で最大の効果が挙げられ

るよう、行政評価制度における事務事業評価の結果を予算に反映

すること。  
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②既存事業については、当初の事業目的の達成状況や、当該事業を

取り巻く環境の変化などを踏まえ、統合・廃止・縮小等の見直し

を行うとともに、妥当性・効率性・有効性・貢献度等の観点から

優先順位を精査し、予算の重点化を図ること。  

③ 新規事業の提 案（ビルド）に ついては、原則として、既存事業の

見直し（スクラップ）や、新たな財源が確保されるものを前提と

し、事前評価を適切に実施すること。  

④ 事後評価また は外部評価の結 果、検討・見直しを行うこととなっ

た 事 務 事 業 は 、 改 革 改 善 の 方 向 性 を 整 理 し た 上 で 、 予 算 要 求 を  

す ること。  

(４ ) 配 分 予算制 度等の推進  

①「配分予算制度」は、既存の歳入の増額や新たな財源の確保など

に よ り 、 事 業 費 の 拡 大 が 可 能 と な る た め 、 各 部 局 室 に お い て 、   

責 任 をもって調 整すること。  

② 配分対象事業 についても、不 断の見直しを行うとともに、経費の

見積もりにあたっては、決算の状況などを十分に踏まえ、過去の

実績を超える経費の要求は行わないこと。  

③ 予算編成・執 行 に対する職員の意識改革や、事務事業の見直しの

促進などを目的とした「インセンティブ制度」は、各部局室の財

源確 保 や経 費節 減努 力 を予 算編 成に 反 映す るこ とが で きる ため 、

これまで以上に効率的な予算執行に努めるとともに、積極的な活

用を図ること。  

(５ ) 市 単 独補助 金の適正化  

①補助金等調書における評価が、「減額（縮小）」等となったもの

に つ い て は 、 既 に 見 直 し 計 画 が 提 出 さ れ て い る が 、 そ の 実 現 に  
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最大限努めること。  

② 外部評価の結 果等を踏まえ、それぞれの補助金等により実施した

事業の実績や成果を十分検証すること。なお、補助事業の成果等

が 示 せ な い も の や 今 後 改 善 が 見 込 め な い も の な ど に つ い て は 、  

厳 しく調整にあ たるものとする 。  

(６ ) 公 契 約条例 を踏まえた対応  

①条例の目的を踏まえた、適正な予算要求を行うこと。  

② 労働報酬下限 額が適用となる 対象契約については、経費を見積も

る際に十分留意すること。  


